
※利用決定前に行われた作業も助成対象とします。

　 

                                                                                                          
町では、高齢者世帯・障害のある方の世帯・ひとり親世帯等で要件に該当する世帯を対象

として、屋根の雪下ろしを業者に依頼して行った場合の費用の一部を助成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
 

①町内に住所がある方 

②同一住所の全員が町民税非課税で、 

下記のいずれかに該当する方のみで構成される世帯 

・当該年度末で 65 歳以上の方 

・身体障害者手帳１級、２級、視覚・内部障害３級、 

愛護手帳 A、精神保健福祉手帳１級の交付を受けている方 

・ひとり親の方（高校生以下の児童を養育している方） 

  

  

 

 

（１）助成事業利用の申請 

町に利用申請書を提出。 

 

（２）助成事業利用の決定 

町で支給要件に該当するかどうか

審査を行います。該当する場合は、利

用者台帳に登録します。 

 

（３）助成金の請求 

　 町に助成申請書（請求書）を提出。 

【添付書類】 

・雪下ろし費用の領収書 

・雪下ろしを実施したことがわかるもの

（作業前後の写真等） 

・口座振替依頼書 

※その他、町で必要と認める資料の添付を 
お願いする場合があります。 

 
（４）助成金の支給

◇お問い合わせ先 

　　　平内町役場　福祉介護課　福祉係        ℡  ０１７－７５５－２１１４

 

 

・雪下ろし等に要した費用の２分の１ 

（雪下ろしに伴う排雪作業も含みます） 

 

・当該年度内の助成額上限は３万円 
（上限に達するまでは複数回申請が可能です）

ご利用の流れ

◆助成金額

◆対象者（支給要件）


